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新庁舎建設特別委員会における意見等の概要及び市の考え方 

 

１ 意見等に対する対応 

区分 件数 

ア 反映する意見 １件 

イ 趣旨同一の意見 ４件 

ウ 参考とする意見 ６件 

エ 対応が困難な意見 ６件 

オ その他 ４件 

計 ２１件 

 

２ 意見等の概要及び市の考え方 

⑴  Ⅰ 基本事項の整理に関すること 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１ 基本計画に示される７つの基本的な考

え方や新庁舎建設に当たっての基本姿勢

を大事にして、庁舎建設を前に進めてほし

い。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 ご指摘の基本的な考え方や基本姿勢に

ついては、基本構想で定めた事項であるこ

とから、これらをしっかりと維持しつつ、

庁舎建設がより質の高い行政サービスの

提供につながるよう取組みを進めます。 

２ 基本構想では建設場所を丸の内３番７

号としている。改定版では本庁舎側に庁舎

は建設せず、住所が変わる可能性があると

しており、条例改正も必要となるような内

容である。本庁舎側に建てないのなら、そ

のことを基本計画の真っ先に記載すべき

ではないか。公共空間として整備すること

が先にきており、腑に落ちない。 

【エ 対応が困難な意見】 

 住所については、新庁舎の玄関位置を基

に街区符号及び住居番号を付番するよう

整理し、必要な条例改正も行うものです。 

基本計画改定版（案）においては、あり

方・導入機能に、現在の本庁舎側敷地には

建てないことを記載するとともに、建設地

の敷地条件において東庁舎側敷地を建設

地としています。 

 

⑵  Ⅱ 新庁舎のあり方・導入機能に関すること 

№ 意見等の概要 市の考え方 

３ 旧博物館の解体で展望が随分良くなっ

た。本庁舎側敷地の利活用のスキームにつ

いても、様々な可能性を排除せず、広く意

見を聞いて検討してほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

三の丸エリアの歴史的登城ルートに面

している現本庁舎側の敷地は、大きな可能

性とポテンシャルを秘めた場所であるこ

とから、利活用の在り方は多角的に議論で

きるよう、行政の枠にとどまらず、広く市

民や民間の英知を結集させて、今後具体的

な検討を進めます。 

別紙３ 
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現本庁舎の跡地利用について、市として

方向性をある程度示す必要があるのでは

ないか。たとえば展望食堂や駐車場など、

必要性を含め、大まかなことでも示せない

か。 

【エ 対応が困難な意見】 

 本庁舎側敷地の利活用に向けた可能性

を鑑みると、現時点において、市から何ら

かの提示を行うことは、結果的に利活用の

方向性を狭めることにもつながります。ま

ずは、市民や民間事業者の方から広く意見

を募り、将来にわたってどのような利活用

が可能かについて、多角的な検討を行って

いきたいと考えています。 

５ 本庁舎側敷地に庁舎を建てないことや

跡地利用について市民に周知が広まって

いない。その部分について市民意見をしっ

かり求めた上で基本計画を改定すべきで

はないか。 

【エ 対応が困難な意見】 

 現本庁舎を解体し、跡地利用が可能にな

るのは早くても令和１８年度以降である

ことから、今後、市民や民間事業者と広く

考えを共有しながら具体的な検討を進め

ます。 

６ 基本構想で掲げるコミュニケーション

が芽生え「“ひと”や“まち”を結ぶ庁舎」

の建設理念を実現するためには、本庁舎の

跡地利用も含めて一体的に検討すべきで

はないか。そうしないのなら基本構想自体

を見直す必要がある。 

【エ 対応が困難な意見】 

本庁舎側敷地には庁舎を建てないとい

うことについて議会の同意をいただいて

いる中、本計画案においてその点を基本的

な方向性として定め、計画内に記述してい

ます。 

広く市民や民間の英知を結集させた上

で、今後具体的な検討を進めます。 

７ 雨水利用は市民レベルも含め関心が向

けられていないので今後の検討を行って

ほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

基本計画は、新庁舎の設計を進める上で

の要件とするものであることから、雨水利

用の具体化については、再生可能エネル 

ギー活用の観点から設計の中で検討しま

す。 

８ 市民からの相談は、複雑で深刻なものも

ある。中野区役所では市民課と福祉系の部

署はフロアが分かれている。様々な手続や

相談を一つのフロアにまとめることは無

理があるのではないか。隣の窓口の声が聞

こえてしまうなど、ワンフロアにしたとき

の弊害も考える必要がある。 

【ウ 参考とする意見】 

 １階を総合窓口として、現在のように市

民が窓口から窓口へ移動することがない

ようにしたいと考えています。その上で、

対面窓口のレイアウトや動線、プライバ 

シーを確保した相談スペースなどをどの

ように配置するかについては設計の中で

十分検討し、質の高いサービス提供につな

げます。 
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９ 基本計画改定版２７ページの「協働を育

む交流スペース」の使用画像は、ミスリー

ドにつながる可能性があるので対応を検

討してほしい。 

【ア 反映する意見】 

 ご指摘の箇所について、市民への伝え方

等を考慮し、画像は削除して文章のみの説

明とするよう修正しました。 

１０ 眺望を楽しむことができるような施設

という記載がある。現本庁舎の最上階から

の眺望と同じように市民が楽しめるよう

にしてほしい。本庁舎側の敷地利用におい

ても、その眺望を阻害しないようにする必

要がある。 

【ウ 参考とする意見】 

 眺望への配慮については、全体のスペー

スとの兼ね合いを考慮しつつ、設計の中で

検討していきます。また、本庁舎側敷地の

今後の検討においても、庁舎から見える眺

望への配慮は必要と考えています。 

１１ 窓口機能の整備に関係し、コンビニのキ

オスク端末にてマイナンバーカードを活

用して取得できる範囲を、罹災証明書など

に拡げたらどうか。 

【ウ 参考とする意見】 

 今後、マイナンバーカードを活用した行

政手続が一般化してくる中、総務省から示

された自治体フロントヤード改革推進手

順書の内容も踏まえて、利便性向上につな

がる窓口機能の在り方を検討します。 

１２ 共創スペースの増があるとはいえ、市民

スペースについて現庁舎面積よりも減と

なる。その中で、待合やラウンジなどを設

けることができるのか。過度な期待を持た

せないような記載内容とする必要がある。 

【オ その他】 

 市民が利用する機能は１階に集約する

考え方の下、基本計画に定めた機能を与条

件として、具体的なレイアウトを設計の中

で十分検討します。 

 

⑶  Ⅲ 建設地の敷地条件に関すること 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１３ 本庁舎側敷地と東庁舎側敷地の間が道

路で分断されないようにしたい。 

市道１０９５号線の都市計画道路指定

を外すことも必要ではないか。 

【エ 対応が困難な意見】 

 現本庁舎と東庁舎の間の市道１０９５

号線は、都市計画道路の指定がされてお

り、市民の円滑な移動を支え、災害時の緊

急輸送や避難経路を確保するためにも不

可欠と考えます。今後必要な整備を検討す

るものであり、庁舎のための敷地とするこ

とは考えていません。 
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⑷  Ⅳ 新庁舎の規模設定に関すること 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１４ 市議会議員が相談者を伴って来庁する

場合もあるが、議員の駐車場はどこに想定

しているのか。 

【オ その他】 

 職員の公用車駐車場とともに、周辺敷地

での確保を検討していきます。 

１５ 環境エネルギー部の森林環境課や環境

業務課など、出先の職場の職員からは本庁

と離れていて不便だと聞いたことがある。

森林環境課が行う鳥獣対策も梓川地域だ

けの問題ではない。 

【オ その他】 

 どこにどのような行政機能を配置する

かは公共施設マネジメントの観点による

と考えます。そのときどきの市民ニーズに

応じ、最も効果的だと思われる場所に行政

機能を配置することが重要であり、現地機

関の配置先については、庁舎建設に関わら

ず不断の見直しを行っていくものです。 

１６ 駐車場は、段階的に減らすということだ

が、現在の半分以下の５０台とすることが

適正なのか慎重に考える必要がある。 

【オ その他】 

（仮称）松本市役所保健所庁舎や（仮称）

松本駅前センターの利用想定及び情報端

末等から手続・相談ができる将来像を見据

えつつ、駐車台数規模の目安を５０台とし

ているものです。 

 なお、直ちに５０台になるのではなく、

Ⅰ期棟の竣工時に１１８台、Ⅱ期棟竣工時

で１０６台、現本庁舎解体後に５０台と、

段階的に減少していくものであり、１０年

後の駐車台数としては十分と見込んでい

ます。 

 

⑸ Ⅸ 新庁舎整備事業スキームに関すること 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１７ 設計施工一括発注方式だと地元事業者

の参画が課題となるため、配慮が必要 

【ウ 参考とする意見】  

透明性と競争性の確保を前提に、今後の

発注条件の整理において、参加資格要件を

工夫し、地元経済への波及効果が担保され

るよう検討を進めます。 

 

  



5 

 

⑹ Ⅺ 事業スケジュールに関すること 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１８ 新庁舎建設の根本は、老朽化への対応だ

と思う。近年の地震被害等を見ても、早め

に老朽化対策を行うことが必要。設計に早

く着手し、建設の取組みを前に進めてほし

い。 

【イ 趣旨同一の意見】 

近年の建設関連費用の上昇を懸念材料

と捉えています。設計施工一括方式の発注

においてコスト削減策等を求めつつ、でき

るだけ早期に設計及び工事に着手できる

よう進めます。 １９ 建設スケジュールが長期化すると建設

費が高騰していく。対策を取りつつ、一刻

も早く進めてほしい。 

 

⑺ その他の意見 

№ 意見等の概要 市の考え方 

２０ 業務改革プロジェクトを通じて、庁舎の

組織体制や人員体制を整理するとある。そ

うであるなら、（仮称）松本駅前センター

や地域づくりセンターの窓口機能の在り

方も含め、プロジェクトで検討を行い、そ

れを踏まえて改定版に反映すべきでは。 

【エ 対応が困難な意見】 

 基本計画は、新庁舎の設計を進める上で

の要件とするものであり、今後の発注条件

の整理や設計等に反映できるよう、業務改

革プロジェクトを通じ、新たな窓口機能の

在り方やそれに対応できる執務環境など

について、検討を進めます。 

２１ ＤＸが進むほどに、職員の力が重要と 

なってくる。複雑な相談に直接対応するか

ら市民満足度の向上につながる部分もあ

る。部局横断での市民対応が可能となるよ

う、現場の職員の声を設計に生かしてほし

い。 

【ウ 参考とする意見】 

 より複雑化する行政課題に対して、部局

横断的に対応することの重要性は、今後ま

すます高まってくるものと考えています。 

現在、それらの行政課題に対応できる執

務環境等については、若手職員による提案

活動を始め、広く庁内から要望等を受け付

ける専用フォームを設けていることから、

そうした要望を精査し、職員のパフォーマ

ンス向上と、市民サービス向上につながる

設計となるよう取り組みます。 

 


